
川崎市こども誰でも通園制度（仮称）の試行的事業
に関するオンライン説明会

川崎市こども未来局
令和6年3月29日（金）



本日のオンライン説明会に関するお願い

・画面オフ＆ミュートに設定してください。

この状態に設定してください。

・ご質問等については、募集要項にご案内のとおり、
LOGOフォームでご質問ください。



本日のオンライン説明会の流れ

①国の「こども誰でも通園制度（仮称）」について
②本市実施要綱の概要説明
③事務の流れ
④モデルケースについて
⑤募集・今後のスケジュールについて



自治体向けこども家庭庁説明資料から引用



自治体向けこども家庭庁説明資料から引用



本市実施要綱の概要について①
対象児童 市内在住の保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通園していな

い０歳６か月から満３歳未満のこども（利用日時点を基準とする。）
利用方法 一人当たり月１０時間の利用を限度とし、時間単位で実施（翌月繰越し不可）
実施場所 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園 、地域子育て支援センター、

その他駅前等の利便性の高い場所、空き店舗等
実施方法 ・一般型（在園児合同）…施設の定員と関わりなく受け入れ、在園児と合同で保育を行う。

職員配置：０歳児３人、１・２歳児６人につき保育従事者１人配置すること。
保育士１／２以上とし、保育従事者は２人を下回ることはできない。
ただし、在園児との合同により、一体的に事業を実施する場合、保育士１人で処遇で
きる範囲内において保育従事者を保育士１人とすることができる。

・一般型（専用室独立実施）…施設の定員と関わりなく受け入れ、在園児とは別室で保育を行う。
職員配置：０歳児３人、１・２歳児６人につき保育従事者１人配置すること。

保育士１／２以上とし、保育従事者は２人を下回ることはできない。

・余裕活用型…施設の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受け入れ、保育を行う。
職員配置：施設ごとの配置基準により、既存施設を利用する施設と当事業の利用児童数を合わせ

た人数に対する保育従事者を配置すること。



本市実施要綱の概要について②
利用料 一人１時間３００円程度とし施設が定める

補助単価 ・児童受入分
一人１時間の受け入れにつき８５０円

・障害児受入分 対象となるこどもを受け入れ職員配置基準に加えて職員を配置した場合
一人１時間の受け入れにつき４００円

・利用料減免分
被保護世帯、市民税非課税世帯、年収３６０万円未満等の利用者負担を減免した場合
一人１時間の受け入れにつき３００円（上限）

・賃借料補助
１事業所当たり３，０６６千円
事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）が１２月に満た
ない場合には、年額３，０６６，０００円に「事業実施月数÷１２」を乗じた額（１円未満
切り捨て）を上限とし補助を行う。

令和６年６月２４日から事業開始する場合、実施月数が１０月となるため、上限額は
２，５５４，９９９円となります。



事務の流れ①
市



事務の流れ②
市



モデルケースについて

事業計画書等を作成する際の参考とし
てください。あくまでモデルなので、
定員・実施日・実施時間・職員体制の
設定は、需要や受入体制を鑑み、各事
業実施者の提案により設定してくださ
い。



モデルケース① 一般型（在園児合同）

定員 ：２歳児のみ５名（利用率８０％を想定）
実施日 ：月〜土曜日
実施時間：９：００〜１２：００
職 員：保育士１名（保育所等と一体的に事業を実施）

• １日あたりの事業収入
3時間×5名×（補助金850円＋利用料300円）×利用率80％＝13,800円

• 年間事業収入（1月の実施日を26日とする）
13,800円×26日×9か月＝3,229,200円



モデルケース②一般型（専用室独立実施）
定員 ：０歳児２名 １・２歳児５名（利用率７０％を想定）
実施日 ：月〜金曜日
実施時間：９：００〜１２：００ １３：００〜１６：００
職員 ：保育士１名、その他１名
その他 ：昼食提供を行わない

• １日あたりの事業収入
6時間×7名×（補助金850円＋利用料300円）×利用率70％＝33,810円

• 年間事業収入（1月の実施日を22日とする）
33,810円×22日×9か月＝6,694,380円



モデルケース③ 余裕活用型
定員 ：０歳児２名 １・２歳児２名（利用率６０％を想定）
実施日 ：月〜金曜日
実施時間：９：００〜１６：００
職員 ：既存施設の職員により対応
その他 ：①預かり時間により、昼食の提供を行う

②障害児１人月１０時間の受入を実施
• １日あたりの事業収入
7時間×4名×（補助金850円＋利用料300円）×利用率60％＝19,320円

• 年間事業収入（1月の実施日を22日とする）
19,320円×22日×9か月＝3,825,360円…①
別途障害児受入分 400円×10時間×9か月＝36,000円…②
①＋②＝3,861,360円
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募集・今後のスケジュールについて①
募集施設数 ２１施設程度（各区３施設程度）

※公立・民間合わせて各区３施設（全市で２１施設）程度で事業実施することを想定
募集事業者 次に掲げる施設を１年以上（令和５年４月１日時点）運営している法人、任意団体、又は個人

を対象とします。
（１） 認可保育所
（２） 幼稚園
（３） 認定こども園
（４） 家庭的保育事業所
（５） 小規模保育事業所
（６） 地域子育て支援センター
（７） 認可外保育施設（認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けて
いること）
（８） その他市長が適当と認める施設

定員・実施日時
利用料

事業者からの提案による
利用料は３００円程度とし事業者からの提案による

受入年齢 ０歳６か月〜満３歳未満の範囲内で事業者からの提案による

募集概要



募集・今後のスケジュールについて②

募集開始・質問開始 令和６年３月２２日（金）

オンライン説明会 令和６年３月２９日（金） ←本日

質問締切 令和６年４月 ５日（金）

質問回答 令和６年４月１０日（水）※予定

募集締切 令和６年４月１６日（火）

審査 令和６年４月２５日（木）※予定

事業実施者決定 令和６年４月下旬※予定
補助交付決定 令和６年５月中※予定
事業実施者と川崎市による最終調整 令和６年５月〜６月中

事業開始 令和６年６月２４日（月）※予定

スケジュール



ご質問等については、募集要項にご案内のとおり、
LOGOフォームでご質問ください。

ご清聴ありがとうございました。

川崎市こども未来局


